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近年、高齢化が進む地域において、良好な生活環境を保全するため、道路、河川、農地等の除
草作業における課題解決に向けた実証実験の取組として、市が自治協議会に対して、ラジコン
式草刈機を貸与しました。
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【青垣町小倉　ラジコン式草刈機で法面を除草作業する様子】



　

令
和
六
年
七
月
一
日
に
第

二
十
一
回
丹
波
市
農
業
委
員
会

総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
現
在

の
委
員
は
、
令
和
六
年
七
月
か

ら
二
年
目
の
活
動
が
始
ま
り
ま

し
た
。

　

総
会
で
は
、
令
和
六
年
度
の

事
業
計
画
や
地
域
委
員
会
等
の

役
員
構
成
、
市
が
組
織
す
る
各

種
委
員
会
の
委
員
を
決
定
し
ま

し
た
。

　

総
会
終
了
後
に
は
、
委
員
研

修
会
を
開
催
し
、「
丹
波
市
太
陽

光
発
電
施
設
と
地
域
環
境
と
の

調
和
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

を
丹
波
市
建
設
部
都
市
住
宅
課

か
ら
、「
営
農
型
太
陽
光
発
電
に

係
る
農
地
転
用
許
可
制
度
上
の

取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
つ
い
て
」
を
兵
庫
県
丹
波

農
林
振
興
事
務
所
か
ら
説
明
を

受
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
岸
本
会
長
を
講
師
に

「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス(

法
令
等

の
遵
守)

に
つ
い
て
」
の
講
話
に

よ
り
、
農
業
委
員
会
委
員
と
し

て
活
動
す
る
中
で
、
注
意
す
べ

き
点
を
再
確
認
す
る
機
会
と
し

ま
し
た
。

丹
波
市
農
業
委
員
会
総
会
・
委
員
研
修
会
の
開
催

丹
波
市
農
業
委
員
会
総
会
・
委
員
研
修
会
の
開
催

【委員研修会の様子】

【農地パトロールの様子】

【総会の様子】
　

毎
年
行
っ
て
お
り
ま
す
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
を
令
和
六
年
八
月
十
五

日
か
ら
二
十
七
日
に
か
け
て
、
市

内
全
域
で
実
施
し
ま
し
た
。
農
地

パ
ト
ロ
ー
ル
は
農
地
の
利
用
状
況
・

転
用
許
可
後
の
状
況
の
確
認
、
さ

ら
に
遊
休
農
地
の
調
査
等
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。　

　

パ
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
、
遊
休
農

地
は
山
間
部
だ
け
で
な
く
、
農
振

農
用
地
区
域
内
の
平
地
に
お
い
て

も
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。

　

農
地
が
相
続
さ
れ
な
い
場
合
や

耕
作
者
の
高
齢
化
な
ど
、
遊
休
農

地
と
な
る
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

遊
休
農
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
農

地
所
有
者
や
耕
作
者
に
対
し
、
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
よ
る

面
談
や
利
用
意
向
調
査
を
行
い
ま

す
。
遊
休
農
地
は
、
農
地
集
積
の

支
障
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
病
害

虫
の
発
生
を
助
長
し
、
有
害
鳥
獣

の
隠
れ
場
所
に
な
る
な
ど
農
業
振

興
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
ま
す
。

　

農
地
は
、
食
料
生
産
の
基
盤
で

あ
る
と
と
も
に
、
農
村
の
維
持
に

欠
か
せ
な
い
、
大
切
な
地
域
の
財

産
で
す
。

　

農
地
の
管
理
に
つ
い
て
、
将
来

へ
の
不
安
や
お
困
り
ご
と
は
、
担

当
の
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

や
農
業
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
・

農
業
委
員
名
簿
➡

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
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●農地法第３条許可申請（農地の売買など）
　農地を売買又は贈与により耕作目的で取得する場合は、事前に申請と許可が必
要です。農作業従事日数が年間 150日以上であること、所有又は借り受けている
農地を全て耕作していることなどの要件があります。
※令和５年４月１日から下限面積の要件は、廃止されました。

●農地法第４条許可申請（農地の自己転用）
　自己が所有する農地を耕作以外の目的で利用する場合は、事前に申請と許可が
必要です。集団農地ではないこと（立地条件）や転用事業が確実に実行されるか（一
般基準）など、許可基準を満たすことが必要です。

●農地法第５条許可申請（権利移動を伴う転用）
　他人の農地を取得又は借り受けて耕作以外の目的で利用する場合は、事前に申
請と許可が必要です。農地法第４条許可申請と同様に許可基準を満たすことが必
要です。

●非農地証明願
　登記地目が農地 ( 田・畑 ) で現況が農地でない状態（山林、宅地等）が 20年
以上経過しており、現在も農地として利用していない土地の地目を変更する場合、
農業委員会の非農地証明書が必要です。
※農業委員会が農地に復元することが出来ないと判断したものに限ります。

●農地の形状変更（盛土や切土）届出
　農地の土壌改良などのために盛土や切土など、重機を使用した工事を行う場合
は、事前に届出が必要です。
※�施工面積が3,000㎡未満かつ施工期間が３か月以内である場合に限ります。これ
らを超える場合は、農地法第４条または農地法第５条の申請と許可が必要です。

●農業用施設等の届出（農業用倉庫等）
　自己が所有する農地を自己の農業用施設（農業用倉庫、農機具庫等）として利
用する場合は、事前に届出が必要です。
※�転用面積が 200㎡未満の場合に限ります。転用面積が 200㎡以上の場合は、農
地法第４条の申請と許可が必要です。

●農地法第３条の３の届出（相続の届出）
　相続により農地の所有権を取得した場合は、
届出が必要です。

～農地の売買や農地を耕作以外の目的で利用する場合は、
事前に農地法の手続きが必要です。～

丹波市農業委員会
ホームページ➡
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今
ま
で
の
農
業
イ
メ
ー
ジ
の
３

Ｋ
と
は
違
う
、
３
Ｋ
（
綺
麗
に
な

れ
る
・
健
康
に
な
れ
る
・
稼
げ
る
）

農
業
を
目
指
し
、
人
生
一
〇
〇
年

時
代
を
現
役
で
農
業
を
楽
し
み
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
情
報
を
発
信
し
、

農
業
が
し
た
い
と
い
う
女
性
が
増

え
地
域
雇
用
を
生
む
こ
と
で
地
域

と
農
業
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

な
り
子
育
て
を
し
な
が
ら
家
事
や

仕
事
と
奮
闘
し
て
い
た
矢
先
に
体

調
を
崩
し
て
し
ま
い
、
丹
波
に
Ｕ

タ
ー
ン
。
薬
を
飲
ん
で
も
体
調
が

改
善
し
な
い
中
で
、
昔
な
が
ら
の

民
間
療
法
や
東
洋
医
学
に
興
味
を

持
ち
、
体
質
改
善
の
た
め
に
畑
に

ハ
ー
ブ
や
薬
草
な
ど
を
栽
培
し
始

め
ま
し
た
。

　

あ
る
日
、
畑
で
バ
ジ
ル
の
香
り

や
丹
波
の
美
し
い
景
色
に
癒
さ
れ

て
い
る
と
、
祖
母
が
育
て
て
い
た

茶
畑
と
バ
ジ
ル
が
重
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
試
行
錯

誤
を
経
て
バ
ジ
ル
茶
を
開
発
し
、

体
調
が
よ
く
な
っ
た
こ
と
で
製
品

化
を
進
め
ま
し
た
。
こ
の
お
茶
で

心
も
体
も
元
気
に
な
り
、
沢
山
の

笑
顔
を
増
や
し
て
い
き
た
い
、
そ

ん
な
思
い
か
ら
就
農
に
至
り
ま
し

た
。

　

現
在
は
ス
イ
ー
ト
バ
ジ
ル
、

ホ
ー
リ
ー
バ
ジ
ル
、
丹
波
黒
枝
豆

や
黒
大
豆
な
ど
様
々
な
野
菜
を
化

学
肥
料
や
除
草
剤
を
一
切
使
用
せ

ず
栽
培
し
て
い
ま
す
。
草
刈
り
に

奮
闘
し
つ
つ
自
然
に
優
し
い
農
業

を
心
が
け
、
丹
波
の
景
観
や
先
祖

代
々
守
っ
て
き
た
農
地
を
残
し
た

い
と
い
う
強
い
思
い
で
農
業
を
続

け
て
い
ま
す
。

地域地域からのからの

たよりたより

　
　
氷
上
町
下
新
庄

丹
波
小
林
屋
　
小
林
　
友
美

　

私
は
代
々
続
く
農
家
の
長
女
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
大
阪
に
就

職
し
結
婚
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と

農
業
で
心
も
体
も
健
康
に

春
日
町
多
利

丹
波
わ
っ
し
ょ
い
農
園
　
中
川
　
清
二

わ
っ
し
ょ
い

　

私
は
、
十
一
年
前
に
名
古
屋
か

ら
移
住
し
て
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
を
ス

タ
ー
ト
し
酒
蔵
で
蔵
人
と
し
て
働

い
て
い
る
時
に
酒
米
を
作
り
出
し

た
の
を
き
っ
か
け
に
農
業
に
魅

せ
ら
れ
、
今
か
ら
三
年
半
前
の

二
〇
二
一
年
よ
り
農
業
を
始
め
ま

し
た
。

　

機
械
も
お
金
も
農
業
の
知
識
も

何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
ス
タ
ー

ト
で
し
た
が
丹
波
の
た
く
さ
ん
の

先
輩
農
家
、
地
元
の
方
々
、
お
客

さ
ん
、
直
売
所
、
農
機
屋
さ
ん
、

家
族
、
世
界
に
い
る
友
人
…
と
表

せ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
人
に
助

け
て
も
ら
い
な
が
ら
農
業
を
続
け

て
い
ま
す
。

　

課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が

美
味
し
い
も
の
を
と
に
か
く
作
っ

て
農
業
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が

皆
さ
ん
へ
の
恩
返
し
と
思
い
日
々

楽
し
ん
で
お
り
ま
す
。

　

現
在
の
作
付
け
は
水
稲
三
・
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
、
黒
大
豆
二
ヘ
ク

【小林友美さん】

【インスタグラム】

【ホームページ】

【ショップ】
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タ
ー
ル
、
小
豆
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

さ
つ
ま
い
も
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
白

ネ
ギ
二
ア
ー
ル
、
ハ
ウ
ス
栽
培
で

ト
マ
ト
、
玉
ね
ぎ
を
中
心
に
相
方

の
や
っ
ち
ゃ
ん
こ
と
廣
瀬
康
行
さ

ん
と
二
人
で
農
作
業
を
回
し
て
お

り
ま
す
。

　
「
子
ど
も
に
食
べ
さ
せ
た
い
も

の
を
皆
様
に
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
農

薬
、
化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
農
法

で
お
っ
さ
ん
二
人
で
汗
と
鼻
水
を

垂
ら
し
な
が
ら
年
中
動
い
て
い
ま

す
。

　

地
元
の
人
に
食
べ
て
も
ら
う
こ

と
を
ま
ず
は
一
番
に
考
え
て
い
ま

す
の
で
直
売
所(

Ｊ
Ａ
丹
波
ひ
か

み
、道
の
駅
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
里
、

い
ち
じ
ま
丹
波
太
郎)

や
ゆ
め
タ

ウ
ン
な
ど
を
メ
イ
ン
に
置
か
せ
て

頂
い
て
い
る
の
で「
わ
っ
し
ょ
い
」

の
文
字
を
見
か
け
た
ら
是
非
手
に

と
っ
て
下
さ
い
。
笑
顔
で
食
べ
て

い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

山
南
町
篠
場

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
パ
ス
丹
波
農
園

　
代
表
取
締
役
　
李
　
剣
　
峰

異
国
の
郷
で
農
業
の
道
へ

【丹波わっしょい農園】

【李剣峰さん】

　

私
は
、
平
成
十
三
年
に
来
日
し

ま
し
た
。
日
本
語
学
校
で
日
本
語

を
習
得
し
て
か
ら
、
同
志
社
大
学

の
博
士
課
程
（
後
期
）
ま
で
勉
強

し
て
き
ま
し
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
な
が
ら
過
ご
し
た
十
七
年
間
の

留
学
生
生
活
は
、
私
に
と
っ
て
重

要
な
人
生
経
験
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

平
成
三
十
年
に
、
私
は
大
学
を

離
れ
て
、
農
業
で
起
業
を
決
心
し

て
か
ら
、
多
く
の
心
優
し
い
日
本

人
の
方
々
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

農
作
物
の
栽
培
か
ら
農
業
経
営
ま

で
の
様
々
な
こ
と
は
、
ず
っ
と
勉

学
を
し
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
全

く
の
未
経
験
領
域
で
す
。
色
々
な

不
安
を
持
っ
て
、
何
度
も
丹
波
市

の
農
業
委
員
会
や
農
林
振
興
課
に

足
を
運
ん
で
い
ま
し
た
。
畑
の
借

り
方
や
認
定
申
請
の
仕
方
か
ら
農

作
物
の
作
り
方
ま
で
優
し
く
教
え

て
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
心
を
支

え
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
決
し
て

役
所
の
職
員
の
方
々
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
周
り
に
住
ん
で
い
る

お
婆
ち
ゃ
ん
や
お
爺
ち
ゃ
ん
た
ち

な
ど
の
地
元
の
方
々
も
田
舎
で
農

業
を
や
っ
て
い
る
私
に
と
っ
て
の

か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
す
。
正

月
の
時
の
お
餅
、
炎
天
下
で
草
刈

り
の
時
の
冷
た
い
ジ
ュ
ー
ス
な
ど

は
、
教
科
書
で
は
勉
強
で
き
な
い

日
本
人
の
温
か
い
心
と
人
情
を
染

み
染
み
感
じ
ま
し
た
。

　

令
和
二
年
三
月
に
丹
波
市
の

「
青
年
等
就
農
計
画
認
定
」
を
受

け
ま
し
た
。
こ
の
認
定
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
こ
の
年
か
ら
大
規
模

で
ナ
ス
と
ピ
ー
マ
ン
を
栽
培
す
る

こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
兵
庫
県
農

業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
指
導
な

ど
を
受
け
て
、
ナ
ス
と
ピ
ー
マ
ン

に
つ
い
て
の
勉
強
も
始
ま
り
ま
し

た
。色
々
試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
、

昨
年
に
ナ
ス
一
六
〇
〇
本
と
ピ
ー

マ
ン
一
三
〇
〇
本
の
栽
培
に
成
功

し
ま
し
た
。
売
上
高
も
前
年
度
の

倍
以
上
に
上
が
り
ま
し
た
。
今
年

の
栽
培
計
画
は
ナ
ス
二
〇
〇
〇
本

と
ピ
ー
マ
ン
二
〇
〇
〇
本
に
な
り

ま
す
。
農
作
物
の
販
売
先
も
ダ
イ

エ
ー
や
阪
急
オ
ア
シ
ス
な
ど
の

ス
ー
パ
ー
の
委
託
販
売
か
ら
神
戸

中
央
市
場
ま
で
拡
大
し
て
き
ま
し

た
。
昨
年
五
月
に
丹
波
市
の
「
農

業
経
営
改
善
計
画
認
定
」
を
新
し

く
受
け
ま
し
た
。
こ
の
認
定
が
自

分
に
と
っ
て
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト

と
し
て
、
様
々
な
挑
戦
を
与
え
ら

れ
る
も
の
だ
と
強
く
感
じ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
私
は
微
力
だ
と
思

い
つ
つ
日
本
の
農
業
高
齢
化
と
い

う
社
会
問
題
に
自
分
な
り
に
挑
戦

し
、
地
域
農
業
に
対
し
て
も
自
分

な
り
の
力
を
捧
げ
て
行
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
に
入
っ
て
か
ら
、
日
本
で

過
ご
し
て
き
た
期
間
は
既
に
中
国

で
過
ご
し
て
き
た
期
間
を
超
え
て

き
ま
し
た
。
今
ま
で
の
人
生
の
半

分
以
上
を
日
本
で
過
ご
し
て
き
ま

し
た
。
日
本
は
私
に
と
っ
て
、
も

う
第
二
の
故
郷
で
は
な
く
、
本
当

の
故
郷
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
最

後
に
、残
さ
れ
た
人
生
を
「
丹
（
ま

ご
こ
ろ
）
の
里
」
で
過
ご
そ
う
と

決
心
し
ま
し
た
。
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【変更のポイント】
① �令和５年４月１日から、関係法令の改正により貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続

きが制度上廃止され、農地中間管理機構が仲介する方式に変わりました。　
② �経過措置として、令和７年３月31日までは従来の利用権設定が可能です。ただし、それまでに「地

域計画」を策定した集落については、相対による利用権設定は出来ません。

農地の貸し借りの手続きが変わります

これまでの手続き

地域計画策定後又は
令和７年４月１日からの手続き 地域計画を策定した集落

相対による利用権設定

農地中間管理機構による貸借

農地中間管理機構による貸借

申出書

市で受付

又は

貸し手と借り手の調整（マッチング）
（賃料は機構が徴収して振り込み）

農業委員会の決定を経て公告
（賃料は借り手から貸し手に直接納付）

目標地図との適合を確認等
農業委員会の意見聴取

農地の権利設定の手続き
（賃料は機構が徴収して振り込み）

柏原地域
挙田・大新屋・北山・田路・北中・小南・
石戸

青垣地域
市原・岩本・栗住野・小稗・明号・中佐治

春日地域
奥野村・西野々・古河・多利・野上野・中山・
野瀬・上三井庄・下三井庄・鹿場・棚原・石才・
野山・天王・山田

氷上・山南・市島地域
令和６年度に策定予定

市

市

機
構

機
構

貸し手

貸し手

貸し手

申出書

申出書

借り手

借り手

借り手

申込書

申込書

契約条件調整

契約条件調整

※手続き方法一本化
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Q1	 農地中間管理機構とはどのような組織ですか？
A1	 �農地中間管理機構は、農地を貸したい人から農地を借り受け、耕作を希望する人にまとまり

のある形で農地を貸し付ける事業を行っています。兵庫県では、公益社団法人ひょうご農林
機構が指定を受けています。

　

Q2	 「地域計画」「目標地図」とは？
A2	� 「地域計画」とは、地域での話し合いにより目指すべき将来の農業のあり方と農地利用の姿

を明確にする計画です。令和７年３月 31 日までに策定することが求められています。
	� 「目標地図」とは、話し合いを重ねながら、将来の担い手を農地 1 筆ごとに割り当てた、将

来の農地利用の設計図です。
　

Q3	 事業を利用すると手数料がかかる？
A3	 貸借事務に手数料はかかりません。
　

Q4	 貸借期間に制限等はあるのか？
A4	 原則 10 年以上の設定が必要です。
　

Q5	 貸借期間途中での解約はできる？
A5	� 貸し手と借り手の双方が合意している場合は可能です。やむを得ない理由による借り手から

の解約の場合、１年間は農地中間管理機構が管理し、その間に関係機関と協力し新たな借り
手を探します。１年経っても借り手が見つからない場合は、貸し手に返還されます。

　

Q6	 使用貸借と賃貸借のどちらでも設定可能か？
A6	� どちらでも設定可能です。貸し手と借り手で協議してください。
	� 賃貸借の場合は、農地中間管理機構が、借り手から賃料を徴収し、貸し手に支払われます。

借り手からの徴収は、機構が発行する請求書に基づき金融機関の指定口座へ振り込んでいた
だき、貸し手への支払いは、届出いただいた金融機関の指定口座へ機構から振り込まれます。

	 ※ 米等の収穫物による物納の取り扱いはありませんので、当事者間でご対応ください。
	 ※ 振込手数料が発生する場合は、振込者 ( 借り手 ) 負担となります。
　

Q7	 現在設定中の相対による利用権設定は令和７年３月 31 日以降無効になるのか？
A7	� 契約期間中の相対による利用権設定は、令和７年３月 31 日以降であっても、その契約期間

満了まで有効です。期間満了後、再度設定される場合は、農地中間管理機構を通じて設定い
ただくか、農地法第３条による貸借の手続きが必要です。

　

Q8	 農地中間管理機構による貸借の手続きはどこに申し込むの？
A8	� 申し込み先は、丹波市役所農林振興課です。申し込み用紙に必要事項を記入のうえご提出く

ださい。借り手が法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書及び定款を添えて、お申し込み
ください。また、貸付希望農地が相続登記未了の場合は、相続関係説明図等の提出が必要です。

　

Q9	 申し込みから権利設定までどのくらいかかる？
A9	 申し込みいただいた月から、設定完了まで約 4 か月かかります。
　

Q10	 農地の出し手に相続が生じた時、何か手続きが必要ですか？
A10	� 農地中間管理機構が借り入れて受け手が耕作している農地において、農地所有者が死亡し、

相続人が新たな農地の所有者となった場合であっても、貸借等の契約は相続人に引き継がれ
ることとなります。

	 ※ 相続人は相続発生届の提出が必要です。

農地中間管理機構による貸借　Q&A

【6、7 ページの内容に関するお問い合わせ先】　農林振興課農村保全係　☎ 0795-74-1707
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安心で豊かな老後のために農業者年金に加入しましょう！
農業者年金加入条件 次の要件を満たす方は

どなたでも加入できます。
① 60歳未満の方
②年間 60日以上農業に従事（配偶者・後継者も可）
③国民年金第 1号被保険者

① 保険料は全額が社会保険料控除され節税になります
② 政策支援加入で国庫補助が受けられます 対象は認定農業者、認定新就農者で青色申告をしている人。

このほか、上記の家族経営協定を結んだ配偶者や後継者も対象になります。
③ ライフステージに応じて保険料を変更できます 収入が多い時は保険料を増やせば節税メリットも拡大します。

④ 確定拠出型のため安心な年金制度となっています

農業者年金のメリット農業者年金のメリット

農
積

者
年

業
立

年
金
金 は

全国農業新聞を
読んでみませんか
農業者の視点でお届けします
　① 解説に力点をおいた企画編集とニュース報道
　② 農政・農業・農村の動き、問題をタイムリーに
　③ 実務情報と経営者マインド
　④ 読者の心に訴え、ともに生きる
　⑤ 老若男女が楽しく読める

購読申し込みは丹波市農業委員会へ　☎0795-74-1504
発行日・・・・・・・毎週金曜日
購読料・・・・・ 1か月 700円

　

令
和
六
年
一
月
三
十
日
に
、「
地
域
計
画
」

策
定
に
お
け
る
先
進
地
視
察
と
し
て
小
浜
市

農
業
委
員
会
を
訪
問
し
ま
し
た
。

　

視
察
で
は
「
農
業
委
員
会
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
に
よ
る
地
域
の
話
合
い
の
取
組
み
」
と
題

し
た
内
容
で
説
明
を
受
け
、
地
域
で
活
躍
さ

れ
る
農
業
委
員
さ
ん
と
の
意
見
交
換
を
実
施

し
ま
し
た
。

　

小
浜
市
に
お
い
て
も
、
農
業
者
の
高
齢
化
、

後
継
者
不
足
な
ど
、
農
業
に
対
す
る
悩
み
が

多
く
あ
り
、
地
域
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
集

落
に
合
っ
た
対

応
を
す
る
こ
と

が
、
難
し
い
と

の
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

先
進
地
視
察
の
実
施

【
小
浜
市
農
業
委
員
会
】
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庫
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波
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TEL.0795-74-1504　

FAX.0795-74-1055


